
東 京 電 機 大 学 理 工 学 部 規 則  

 

（平成 22年３月９日） 

（規４第 88号） 

 

第 １ 章    総           則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京電機大学学則（以下「大学則」という。）第３条第３項に基づき、

理工学部（以下「本学部」という。）の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目

的、学年及び学期、教育課程及び単位、成績及び卒業その他大学則施行上必要な事項を

定める。 

 

（人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的） 

第２条 本学部の教育理念は、「人間性豊かな社会人の育成」と「未来型科学技術者の養成」

である。すなわち、理学・工学・情報・生命それぞれの教育研究分野の相乗的融合を図

ることにより、倫理性・コミュニケーション能力を備えた人材を育成すると共に、創造

的かつ自由な発想と自立性を有する科学技術者を養成する。 

２ 本学部の理工学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、前

項と同様とし、理工学科の各学系においては、次のとおりとする。 

（1）理学系では、数理学及び自然科学における基本理論及び基本法則を学び、考察を重ね、

それが問題解決のためにどのように用いられるかを学ぶことで、問題を本質的に捉えて

解決できる応用力の高い理学分野の専門家を育成する。理学の専門分野として、数学、

物理学、化学及び数理情報学の四つの専門コースを置き、数学及び自然科学を共通の基

礎とし、演習や実験を行いながら深く専門を学ぶことで、高度な専門性と実践力を併せ

持った人材を養成する。 

 

（2）生命理工学系では、生物の持つ高度な機能の本質を理解し、その機能を真に人類のた

めに活用することを目指し、生命科学と生物環境に基礎をおいた教育と研究を行う。生

命理工学分野の教育と研究を通じて、適切な基礎知識を養うとともに、今後の人間社会

の変化に対して柔軟に対応できる応用力を醸成する。これにより生命に関わる正しい倫

理観を具有し、生命の精緻なメカニズムを探究し環境や医療などの諸問題に取り組む力

を備えた人材を養成する。 

 

（3）情報システムデザイン学系では、情報、ネットワーク、コンピュータに関わる知識・

技術を基盤として人間、社会システムから、文化、芸術、アミューズメントにいたるま

で文理複合的観点から幅広い分野の教育研究を行う。これにより、複雑化・高度化する

社会環境において、高度な情報システム技術を駆使できると同時に、幅広い視野から自

律的に分析・判断・企画・行動できる実践力とコミュニケーション能力を備えた次世代



型スペシャリストを養成する。 

 

（4）電子・機械工学系では、技術者として豊かな人間性と電子・機械工学の知識と技術を

有し、自動車、ロボット、電子機器、医療機器、福祉機器などのものづくりを通して未

来の人間社会に貢献できる技術者を養成する。 

 

（５）建築・都市環境学系では、21 世紀の循環型社会の構築に向けて人間と自然が調和す

る環境を多角的に考察し、ゆとりと潤いある社会の実現を目指して建築及び都市環境の

創造と保全に寄与できる建設技術者を養成する。 

 

 

第 ２ 章    学年及び学期 

 

（学年・学期） 

第３条  学年は、４月１日に始まり、翌年３月31 日に終る。 

２  学年を次の２つの学期に分ける。 

前学期  ４月１日から９月15 日まで 

後学期  ９月16 日から翌年３月31 日まで 

 

 

第 ３ 章    教育課程及び単位 

（授業科目） 

第４条  授業科目の区分は、共通教育科目、専門教育科目及び教職課程に関する科目とし、

別表第１のとおり開講する。 

 

 

（履修の要件） 

第５条 本学部における履修の要件については、別表第２のとおりとする。 

 

(履修単位の制限) 

第６条 本学部では、1 年間に履修できる単位数を 48 単位までとする。ただし、自由科目

及び学部で指定した科目は、履修できる単位数の上限に含まない。 

 

（教員の免許状授与の所要の資格の取得） 

第７条 本学部において取得できる免許状の種類は大学則別表第２とし、教職課程に関す

る科目及び必要な授業科目は別表第３とする。 

 

 

 



第 ４ 章    成績及び卒業 

（成績評価・単位認定） 

第８条 本学部は大学則第 26条に基づき、科目の成績評価を行う。 

２ 本学部における、成績評価及び GPA（Grade Point Average）ポイントは、次の評点 

 区分に基づき行う。 

 

評点 成績評価 GPAポイント 

90～100 S 4 

80～89 A 3 

70～79 B 2 

60～69 C 1 

0～59 D 0 

放棄 － 0 

 

（卒  業） 

第９条  本学部は、４年以上在学し、第５条別表第２に規定する履修の要件に従い、合計

124 単位以上を修得した者を卒業と認定する。 

２ 本学部は、大学則第 31条第２項に定める卒業の基準を別に定める。 

 

第 ５ 章    改正 

（改 正） 

第 10条  この規則の改正は、本学部教授会の議を経なければならない。 

     

附 則        

１  （施行期日） 

（1） この規則は、平成 23年４月１日から施行する。 

（2） この規則は、平成 23年３月８日に第４条別表第１(理工学部の授業科目及び単位数)、

第６条別表第３(理工学部における教職課程の履修方法)を改正し、平成 23年４月１

日から施行する。 

（3） この規則は、平成 23 年６月 16日に第４条別表第１(理工学部の授業科目及び単位数)

を改正し、平成 23年９月 16日から施行する。 

（4） この規則は、平成 24 年３月 13日に第４条別表第１(理工学部の授業科目及び単位数)

を改正し、第６条を追加し次条以下を繰り下げ、平成 24 年４月１日から施行する。 

   ただし、平成 22年度以前に入学した者の履修単位の制限は、第６条第１項の定めに

かかわらず、1 年間に履修できる単位数を 50 単位までとする。ただし、自由科目及

び学部で指定した科目は、履修できる単位数の上限に含まない。 

（5） この規則は、平成 25年３月 12日に第４条別表第１(理工学部の授業科目及び単位数)

を改正し、平成 25年４月１日から施行する。 



（6） この規則は、平成 26年３月 11日に第４条別表第１(理工学部の授業科目及び単位数)

を改正し、平成 26年４月１日から施行する。 

 


















